
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭区では、令和７年６月から調査を始め

ます。住宅の裏のがけ地等、旭区内及び隣

接区にまたがるがけ地約 160 箇所を調査

します。土地に立ち入ることがありますの

でご協力をお願いします。 
 

 

がけ地の高さや傾斜度（勾配）等を調査 

します。 

 

 
 

神奈川県横浜川崎治水事務所が委託した 

作業員が調査します。身分証明書を携帯 

し、腕章を付けています。 

 
神奈川県は、土砂災害防止法に基づき、おおむね５年ごとに土砂災害警戒区域等の指定

に必要な調査を実施します。横浜市内では、令和３年度までに土砂災害警戒区域等を指

定しましたが、地形が変わったり、新たに確認できたがけ地等について、今年から調査

をして区域を見直します。なお、調査結果は、令和８年度中に公表する予定です。 

土砂災害に備えて 

がけ地を調査します 

土砂災害に備えて 

がけ地を調査します 

がけ地の近くにお住いの皆様へ  

 

調査写真 

問合せ先   

 

 

いつから・どこで？ 

横浜川崎治水事務所 

 

いつから・どこで？ 

いつから･どこを調査するのですか？ 

誰が調査するのですか？ 

何を調査するのですか？ 

神奈川県横浜川崎治水事務所急傾斜地第一課 ☎045-411-2520(直通) 

※調査中の立会については 

必要ありません  

54275307
テキストボックス
区連会 資料



「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」について

発　行：全国地すべりがけ崩れ対策協議会

表紙写真：広島県広島市安佐南区八木3丁目上山川
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近年の土砂災害発生状況
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

■ 過去10年の土砂災害発生件数（平成19年～28年）

■ 過去10年の都道府県別土砂災害発生状況

　　　　　　　　　　　（平成19年～28年）
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昭和42年～平成28年までの自然災害による
死者・行方不明者の内訳

その他
自然災害

62％

38％

土砂災害による
犠牲者の割合は

※平成7年兵庫県南部地震および平成23年東北地方太平洋沖地震

　による死者・行方不明者数は除く

　全自然災害については消防庁調べ、

　土砂災害については国土交通省砂防部調べによる

土 砂 災 害 防 止 法 01



　土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域につい

ての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構

造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

「土砂災害防止法」制定の背景

『土砂災害防止法』とは

　土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、

私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

　また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに

伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も

年々増加し続けています。そのようなすべての危険な

箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨

大な時間と費用が必要となってしまいます。

　このような土砂災害から人命を守るため、土砂災害

防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域

を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や一定の

開発行為の制限等のソフト対策を充実させていくこと

が大切なのです。

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H 14年公表 ※

対象となる土砂災害 ： 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項

・基礎調査に関する指針

・土砂災害特別警戒区域等の指定方針

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
 〈建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉

〈建築物の構造規制〉

・居室を有する建築物の
 構造基準の設定
 （建築基準法）

〈移転支援〉

・住宅金融支援機構

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］

●特定の開発行為に対する許可制

    対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

●勧告による移転者への融資、資金の確保

〈警戒避難体制〉

・市町村地域防災計画
 （災害対策基本法）

●情報伝達、警戒避難体制の整備［市町村長］

●警戒避難に関する事項の住民への周知［市町村長］

※急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうち、Ⅰ：「人家5戸以上等の箇所」

H 14年公表 ※

対象となる土砂災害 ： 急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項

・基礎調査に関する指針

・土砂災害特別警戒区域等の指定方針

・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の方針

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
 〈建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉

〈建築物の構造規制〉

・居室を有する建築物の
 構造基準の設定
 （建築基準法）

〈移転等の支援〉

・住宅金融支援機構の融資
・住宅・建築物安全ストック形成事業
　による補助

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］

●特定の開発行為に対する許可制

    対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

●勧告による移転者への融資、資金の確保

〈警戒避難体制の整備等〉

・市町村地域防災計画への記載
・要配慮者利用施設の避難体制
・土砂災害ハザードマップの配布等
 

●情報伝達、警戒避難体制の整備［市町村長］

●警戒避難に関する事項の住民への周知［市町村長］

・基礎調査結果の公表・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

●急傾斜地崩壊危険箇所数と整備箇所数の推移
S57年 S62年 H4年 H9年
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土砂災害防止法の概要

土 砂 災 害 防 止 法 02












